
 うるま市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年６月３日 

うるま市長    中村 正人 

うるま市規則第３６号 

 

   うるま市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 

うるま市営住宅条例施行規則（平成２５年うるま市規則第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

改正後 現行 

（収入の申告及び収入超過者等の認定等） （収入の申告及び収入超過者等の認定等） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 前項の申告書には、次に掲げる書類で入

居者又は同居者に関するものを添付しなけ

ればならない。ただし、市長が公簿等によ

り確認することができる場合は、添付を省

略することができる。 

２ 前項の申告書には、次に掲げる書類で入

居者又は同居者に関するものを添付しなけ

ればならない。 

 （１）～（３） ［略］  （１）～（３） ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、収入の申告

は、電子情報処理組織（市の機関等の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。）を使用する方法によ

り行うことができる。 

 

４ 市長は、条例第１５条第３項の規定によ

り収入を認定した場合は、次項及び第６項

に規定する場合を除き、収入認定通知書

（様式第１６号）により当該額を当該入居

者に通知するものとする。 

３ 市長は、条例第１５条第３項の規定によ

り収入を認定した場合は、次項及び第５項

に規定する場合を除き、収入認定通知書

（様式第１６号）により当該額を当該入居

者に通知するものとする。 

５～８ ［略］ ４～７ ［略］ 

９ 市長は、第７項の意見申出書を審査した

結果、更正を認めたときは、収入認定更正

決定通知書（様式第２１号）により、更正

を認めないときは、収入認定却下通知書

（様式第２２号）により当該入居者に通知

するものとする。 

８ 市長は、第６項の意見申出書を審査した

結果、更正を認めたときは、収入認定更正

決定通知書（様式第２１号）により、更正

を認めないときは、収入認定却下通知書

（様式第２２号）により当該入居者に通知

するものとする。 

１０ 市長は、第８項の収入再認定申請書を

審査した結果、更正を認めたときは、収入

９ 市長は、第７項の収入再認定申請書を審

査した結果、更正を認めたときは、収入再



再認定通知書（様式第２３号）により、更

正を認めないときは、収入再認定却下通知

書（様式第２４号）により当該入居者に通

知するものとする。 

認定通知書（様式第２３号）により、更正

を認めないときは、収入再認定却下通知書

（様式第２４号）により当該入居者に通知

するものとする。 

１１ 前項の決定に対する意見申出等につい

ては、第７項及び第９項を準用する。この

場合において、様式第１９号、様式第２１

号及び様式第２２号中「収入認定」とある

のは「収入再認定」と読み替えるものとす

る。 

１０ 前項の決定に対する意見申出等につい

ては、第６項及び第８項を準用する。この

場合において、様式第１９号、様式第２１

号及び様式第２２号中「収入認定」とある

のは「収入再認定」と読み替えるものとす

る。 

備考  

１ 現行の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

２ 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


